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第５８回広島市都市計画審議会議事録 

 

１ 開 催 日 時        令和元年（２０１９年）８月２９日 ９時３０分～ 

 

２ 開 催 場 所        広島市役所 議会棟４階 第三委員会室 

 

３ 出席委員等    

 (1)  出席者 

  ア 学識経験者  渡邉一成 山本哲生 小林文香 田中貴宏 原口淳子 

  イ 市議会議員  今田良治 碓氷芳雄 桑田恭子 豊島岩白 山路英男 若林新三 

ウ 関係行政機関の職員  中国地方整備局長代理 企画部事業調整官 藤原博明 

エ 県 の 職 員       広島県警察本部交通部長代理 交通規制課課長補佐 大下孝志 

オ 市 民 委 員       天方淑枝 若本修治 井上百合子 

    以上 １６名 

 (2) 欠席者 

   学識経験者   且井佑佳 重藤隆文 米田輝隆 

   市議会議員   森畠秀治 

(3) 傍聴人 

一般   ０名 

報道関係 １社 

４ 閉 会        １１時 
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令和元年度 第５８回広島市都市計画審議会 

                   日時：令和元年８月２９日（木） 

                   場所：広島市役所議会棟４階第３委員会室 

 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 おはようございます。それでは、ただいまから、第５８回広島市都市計画審議会を

開催いたします。委員の皆さんにおかれましては、お足元の悪い中、お忙しい中、お

集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 ここからちょっと座って失礼いたします。会議に先立ちまして、本年４月に人事異

動がありましたので、事務局職員及び本日出席している関係課の職員を紹介させてい

ただきます。 

 まずは事務局の職員でございます。 

 本年４月１日付で人事異動に伴い、都市整備局長に着任いたしました、中村でござ

います。 

○事務局（中村都市整備局長） 

 中村でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 昨年に引き続き事務局を務めさせていただきます、都市計画担当部長の萬ヶ原でご

ざいます。 

 同じく、昨年に引き続き事務局を務めさせていただきます、都市計画課長の黒瀬で

ございます。 

○事務局（黒瀬都市計画課長） 

 黒瀬です、よろしくお願いします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 続きまして、建築基準法を所管する事務局の職員でございます。 

 指導担当局長の胡麻田でございます。 

○事務局（胡麻田指導担当局長） 
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 胡麻田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 指導部長の薬師地でございます。 

○事務局（薬師地指導部長） 

 薬師地でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 建築指導課長の宮本でございます。 

○事務局（宮本建築指導課長） 

 建築指導課長の宮本でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 続いて、関係課の職員です。 

 西風新都整備担当課長の小林でございます。 

○事務局（小林西風新都整備担当課長） 

 小林でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 環境局産業廃棄物指導課長の建畠でございます。 

○事務局（建畠産業廃棄物指導課長） 

 建畠でございます。よろしくお願いします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 審議に入ります前に、本審議会の委員のうち、９名の方が改選されていますので、

御紹介いたします。 

 お手元に、資料１として配席表と、資料２として広島市都市計画審議会委員名簿を

お配りしておりますので、こちらをごらんください。 

 まず、学識経験者の欄の下から２番目、経済関係分野の委員ですが、このたびの人

事異動により、委員に御就任いただきました、広島商工会議所副会頭の重藤隆文様で

す。なお、本日は所用のため欠席でございます。 
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 次に、市議会議員の委員７名の方につきましては、本年５月１日の任期満了に伴う

改選により、新たに就任いただいております。 

 委員になられた方を５０音順で御紹介させていただきます。 

 市議会議員、今田良治様。 

○今田委員 

 はい。今田です。よろしくお願いします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 同じく、碓氷芳雄様。 

○碓氷委員 

 碓氷でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 同じく、桑田恭子様。 

○桑田委員 

 桑田です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 同じく、豊島岩白様。 

○豊島委員 

 豊島岩白です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 同じく、森畠秀治様。なお、森畠様におかれましては、本日は所用のため、欠席で

ございます。 

 同じく、山路英男様。 

○山路委員 

 はい。よろしくお願いします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 同じく、若林新三様。 
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○若林委員 

 はい。若林です。よろしくお願いします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 続きまして、広島県の職員として、今年度の人事異動に伴い、委員に御就任いただ

きました、広島県警察本部交通部長の高橋勉様です。 

 なお、本日は、代理として交通規制課課長補佐の大下様に御出席いただいておりま

す。 

○大下委員 

 大下でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 以上で、改選された委員の報告を終わらせていただきます。 

 また、中国地方整備局長の水谷委員におかれましては、本日は所用のため欠席でご

ざいますので、代理として企画部事業調整官の藤原様に御出席いただいております。 

○藤原委員 

 藤原でございます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

○事務局（萬ヶ原都市計画担当部長） 

 以上、御報告を終わります。ありがとうございます。 

 それでは、本日の議案は４件でございます。 

 第１号議案は、西風新都伴中央平木地区の地区計画の決定、第２号議案は、西風新

都石内下中地区の地区計画の決定で、いずれも広島市決定の案件でございます。 

 第３号議案は、広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調

整区域内の容積率等の変更についての案件です。これは、建築基準法に基づき、特定

行政庁である広島市長が決定する案件でございますが、当審議会の議を経ることが義

務づけられているものでございます。 

 また、第４号議案は、「建築基準法第５１条ただし書き」に基づく、産業廃棄物処

理施設の敷地の位置についての案件で、南区月見町の廃棄物処理施設に関する案件で
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ございます。特定行政庁が、都市計画審議会の議を経て、廃棄物処理施設の建築を許

可しようとするものでございます。 

 このほか、報告事項として、「第６回都市計画総合見直し」及び「広島平和記念都

市建設法」に関することがございます。 

 それでは、これより議事進行は渡邉会長にお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○渡邉会長 

 はい。おはようございます。会長の渡邉でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、御多忙の中、委員の皆様には御出席を賜り、ありがとうございます。 

本日御出席いただいております委員の方は、２０名中１６名でございます。都市計画

審議会条例第６条第２項の規定により、定足数に達していますので、本日の審議会は

成立しております。 

 次に、本日の議事録の署名をお願いする方を指名させていただきます。本日の署名

は、原口委員と今田委員にお願いいたします。お願いします。 

 それでは、審議に入りたいと思います。 

 第１号、第２号及び第３号議案につきましては、関連する案件でありますので、一

括して説明を受けた後、議案ごとに審議していきたいと思います。 

 それでは、事務局の説明を求めます。 

○事務局（黒瀬都市計画課長） 

 第１号議案は「西風新都伴中央平木地区地区計画」、第２号議案は「西風新都石内

下中地区地区計画」で、いずれも広島市決定の案件です。第３号議案は第１号及び第

２号議案に伴い、市街化調整区域内の建築物の容積率等を変更する必要があり、建築

基準法に基づき、都市計画審議会の議を経て、特定行政庁である広島市長が決定する

ものです。 

 議案書は４ページから２６ページまでとなります。恐れ入りますが、これより、着

席にて前面のスライドにより、御説明いたします。 
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 初めに、第１号議案の「西風新都伴中央平木地区地区計画」、第２号議案の「西風

新都石内下中地区地区計画」については、いずれも西風新都の市街化調整区域におい

て「広島市市街化調整区域における地区計画の運用基準」に基づいて定めるもので、

共通する事項があるため、あわせて説明いたします。 

 この調整区域内の地区計画の運用基準では、対象地区として四つのタイプを定めて

おり、将来市街地形成が進んだ段階で、市街化区域に編入することを原則とする①の

計画開発型、②の市街化区域隣接型と、市街化区域への編入を見込まない③の既存集

落型、④の既存住宅団地型の二つのタイプに大別されます。 

 また、議案の第１号、２号はともに、①の計画開発型の西風新都計画誘導型のまち

づくりタイプに該当しております。 

 市街化調整区域における地区計画の策定は、ベースにまず、地区のまちづくり基本

構想を策定し、この構想をもとに個別地区ごとの具体的なまちづくり計画を策定され

ていることが前提条件となります。 

 これら、まちづくり構想、計画を踏まえ、地区計画制度を活用し、地区の特性に合

った市街地形成を図ることとしております。 

 西風新都では、平成２５年６月にまちづくり構想に該当する、「活力創造都市ひろ

しま西風新都推進計画 ２０１３」が既に策定されており、本市の広域的な都市機能

を担う拠点として、「住み、働き、学び、憩う、護る」という複合機能を集積した拠

点の形成を図ることとしています。 

 「活力創造都市ひろしま西風新都推進計画 ２０１３」では、その中でも幹線道路

沿道の平地部を基本に定められた図の黄色で示す計画誘導地区においては、地域住民

が主体となって、まちづくり計画を策定した後に、地区計画制度の活用により、地区

の特性に合った市街地形成を図ることとしております。 

 議案の１号、２号はともに計画誘導地区に位置しており、まちづくり計画の内容に

即した地区計画を定めていこうとする地区となっております。 

 以上で、１号、２号議案に共通する事項の説明を終わります。 
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 ここからは、第１号議案の伴中央平木地区について御説明いたします。 

 こちらは高速道路、広島ジャンクションから西風新都インターチェンジ方面へとつ

ながる広島自動車道と、アストラムラインの交差部分に近接しており、アストラムラ

インが通る都市計画道路中筋沼田線の沿道に位置しております。 

 こちらの写真は計画地の航空写真です。南北にアストラムライン、東西方向に広島

自動車道があります。赤の線で囲まれている範囲のうち上側の部分が市街化区域、下

側の部分が市街化調整区域であり、本地区計画の区域は、オレンジ色で示している範

囲になります。市街化区域に隣接した市街化調整区域にあり、面積は約１．４ヘクタ

ールとなっています。 

 これは先ほど御説明しました地区計画策定までの概念図ですが、本地区の地元団体

である伴中央町内会は、地域をより住みよく、生き生きと発展させるために、平成２

６年度から伴中央まちづくり会議を開催し、将来のまちづくりの検討を進め、平成２

８年に伴中央まちづくり計画を策定しました。 

 伴中央まちづくり計画、土地利用の将来像の中では、土地利用の基本理念として、

「暮らしやすくて便利さを備えた生活環境の整ったまち」、「緑と水と田園文化が彩

るふるさとを感じるまち」などを掲げており、地区の区分が大きく五つに分けられて

います。 

 まず一つ目が都市型住宅や生活利便施設等の立地を促進して地域軸の形成を目指す

青色の地区。二つ目に、その地域軸と一体的に土地利用がなされる赤色の地区。三つ

目に、安全で快適な住宅地の形成を目指すベージュ色の地区。四つ目に伴中央駅及び

その周辺の拠点性を図る赤く丸で囲んだ地区。五つ目に、防災上の観点等から必要な

場合に限り、開発を検討していく緑色の地区となっております。 

 黒い点線で示した今回の地区計画の区域は、地域軸を形成する地区とこれに一体と

なる地区にまたがっております。 

 本地区計画周辺における詳細な地区区分としては、アストラムラインの通る幹線道

路沿道部分が、市街化促進地域軸形成地区とし、想定されている将来の市街化区域編
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入後の用途地域は第二種住居地域としております。 

 また、その他の区域では、地域軸一体型安全生活地形成地区とし、想定されている

用途地域は第一種住居地域としております。 

 こうしたまちづくり計画が策定された後に、事前協議により調整を行った結果、本

年２月に土地所有者から本地区計画の都市計画提案がなされました。この提案内容が、

区域面積０．５ヘクタール以上、土地所有者の同意といった受理要件を満たし、また、

この提案の内容が「活力創造都市ひろしま西風新都推進計画 ２０１３」及び「伴中

央まちづくり計画」といった、まちづくり構想やまちづくり計画に沿ったものである

ことから、都市計画の手続を進めるものです。 

 ここからは、本地区の具体的な内容について説明してまいります。 

 まずは、地区計画の目標ですが、先ほど説明した伴中央まちづくり計画の土地利用

方針に基づき、「地域軸にふさわしい計画的で魅力ある市街地環境の形成を図る」と

しております。 

 こちらが計画図になります。まちづくり計画に沿って、二つの地区に区分されてお

り、黄緑色で示している市街化促進地域軸形成地区に該当する区域をＡ地区、水色で

示している地域軸一体型安全生活地形成地区に該当する区域をＢ地区としております。 

 また、Ｂ地区の網掛け部分は、土砂災害警戒区域、通称、イエローゾーンと呼ばれ

る区域に指定されており、安全性を考慮して、住宅や社会福祉施設等の建築を制限し

ております。 

 なお、本件の手続に当たり、広島県と行った法定協議におきましては、県の定める

運用を根拠として、イエローゾーンでなく地区計画の区域全体に同様の用途制限を定

めるべきと、県から意見がございました。しかしながら、本市といたしましては、イ

エローゾーンになっていない区域も含めて、区域全体を一律に制限することは合理的

でないという考えのもと、市の運用基準に基づき、このような土地利用の制限として

いるものです。 

 次に、伴中央平木地区で定める建築物等に関する事項について説明いたします。 
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 建築物の用途の制限など、ごらんのように七つの制限を定めております。 

 まず、建築物の用途の制限です。 

 幹線道路沿いのＡ地区は、第二種住居地域で制限されている用途に加えて、宗教施

設や運動施設、遊戯施設など、まちづくり計画において地区にふさわしくないとされ

た用途についても制限しております。 

 次に、Ｂ地区は、第一種住居地域で制限されている用途に加えて、まちづくり計画

において定めた宗教施設についても制限をしております。 

 また、先ほど御説明したように、Ｂ地区のうち、土砂災害警戒区域の部分について

は、さらに、住宅や社会福祉施設等を制限することとしております。 

 次に、建築物の容積率・建蔽率の最高限度についてです。 

 Ａ地区、Ｂ地区ともに、容積率を２００％、建蔽率を６０％としています。また、

建築物の敷地面積の最低限度について、両地区ともに１６５平方メートルとしており

ます。 

 壁面の位置の制限については、道路や隣地から１メートル以上離すように定めてお

ります。また、屋外広告物について、自己用に限るとしております。 

 垣または柵の構造については、生け垣または網状または高さ１．２メートル以下の

ものに限定しております。 

 本件につきまして、原案の縦覧を本年５月１６日から２９日まで、案の縦覧を７月

１日から１６日までの、それぞれ２週間行いました。いずれも、意見書の提出はあり

ませんでした。 

 以上で、西風新都伴中央平木地区の地区計画について説明を終わります。 

 続きまして、第２号議案の石内下中地区について御説明いたします。 

 こちらは、佐伯区の石内地区のほぼ中央に位置しており、西風新都と五日市地区を

結ぶ都市計画道路五日市石内線、通称、石内バイパスの沿道に位置しております。 

 こちらの写真は計画地の航空写真で、写真中央に石内バイパスが通っていることが

確認できます。また、写真の赤い線は市街化区域、市街化調整区域の区域界を示して
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います。 

 本地区計画の区域はオレンジ色で示している範囲で、全て市街化調整区域にあり、

面積は約１．７ヘクタールとなっております。 

 先ほどと同様、地区計画策定の手続ですが、本地区の地元団体である石内まちづく

り協議会において、地区全体のまちづくりを進めるため、平成２４年度からまちづく

り勉強会を開催し、将来のまちづくりの検討を進め、平成２５年になり、石内まちづ

くり計画が策定されました。 

 この石内まちづくり計画では、全体計画において将来の町の姿として、田園環境等

の周辺環境に配慮しつつ、幹線道路を生かした沿道の計画的な土地利用を進めること

としております。 

 これを踏まえた土地・建物の利用の方針として、二つの地区に区分し、図の紫の点

線に囲まれた幹線道路からおおよそ３０メートル内の区域を沿道地区、それ以外の地

区を住居地区とし、それぞれの地区ごとに建築物の用途や高さの最高限度といった制

限に加え、市街化区域編入後に想定される用途地域を沿道地区は近隣商業地域、その

他の住居地区は第一種住居地域としております。 

 こうしたまちづくり計画を策定する中で、説明会等を開催するなど、地区計画策定

に向けて協議・調整が行われてきました。 

 その結果、本年３月、土地所有者から都市計画提案がなされ、区域面積０．５ヘク

タール以上、土地所有者の同意といった受理要件を満たし、また、この提案の内容が

「西風新都推進計画 ２０１３」及び「石内まちづくり計画」といったまちづくりの

構想やまちづくりの計画に沿ったものであることから、本件につきましても提案を採

用し、都市計画の手続を進めております。 

 ここからは、本地区計画の具体的な内容について説明してまいります。まず、本地

区計画の目標についてですが、先ほど御説明した、石内まちづくり計画に基づき、

「地域軸にふさわしい計画的で魅力ある市街地環境の形成を図る」こととしておりま

す。 
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 こちらが計画図になります。ごらんのように二つの地区に区分されており、ピンク

色で示している石内バイパスから３０メートル内の地区を沿道地区、その他の黄色で

示している地区を住居地区としております。 

 また、オレンジ色で示した部分は、地区施設として街区道路を位置づけており、安

全で快適な環境の形成を図ることとしております。 

 次に、地区計画で定める建築物等に関する事項について御説明いたします。 

 建築物の用途の制限など、ごらんのように七つの制限を定めております。 

 まず、建築物の用途の制限についてです。 

 幹線道路沿いの沿道地区は、近隣商業地域で制限されている用途に加えて、宗教施

設や運動施設、遊戯施設など、まちづくり計画において定めた用途についても制限を

しております。 

 住居地区は、第一種住居地域で制限されている用途に加えて、まちづくり計画にお

いて定めた宗教施設や運動施設、宿泊施設などについても制限をしております。 

 続いて、建築物の容積率・建蔽率の最高限度についてです。 

 容積率については沿道地区、住居地区ともに２００％、建蔽率については沿道地区

では７０％、住居地区では６０％としております。 

 次に、建築物の高さの最高限度です。 

 沿道地区では、将来想定される用途地域を見据えて、図のように近隣商業地域に準

じた高さ制限を定めています。なお、住居地区については、市街化調整区域内で建築

する場合の高さの最高限度と同様の制限となるため、地区計画では特に制限を定めて

おりません。 

 壁面の位置の制限については、道路から１メートル以上離すよう定めております。

また、屋外広告物について、自己用に限ることとしております。垣または柵の構造に

ついては、生け垣または網状または高さ１．２メートル以下のものに限定しておりま

す。 

 本件につきまして、第１号議案と同様に、原案の縦覧を本年５月１６日から２９日
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まで、案の縦覧を７月１日から１６日までの、それぞれ２週間行い、いずれも、意見

書の提出はありませんでした。 

 以上で、西風新都石内下中地区の地区計画について説明を終わります。 

 続きまして、第３号議案の「広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域の

うち市街化調整区域内の建築物の容積率等の変更について」御説明いたします。 

 本市の市街化調整区域内については、基本的に一律で容積率を１００％、建蔽率を

５０％、斜線制限の勾配を１．２５と指定しております。 

 一方で、今回のように、地区計画の策定に際し、将来の用途地域の指定を踏まえ、

これらの基本容積率と異なる数値を定める場合にあっては、都市計画審議会の議を経

て、建築基準法に基づく特定行政庁、広島市が別途変更することとされております。 

 今回、西風新都伴中央平木地区地区計画、西風新都石内下中地区地区計画において、

基本的な容積率等と異なる数値を定めることに伴い、これを変更するものです。 

 第１号議案で御説明した西風新都伴中央平木地区においては、先ほど御説明したと

おり、将来的には用途地域について、第二種住居地域と第一種住居地域を予定してお

り、容積率の最高限度を１００％から２００％、建蔽率の最高限度を５０％から６

０％へと変更を行うものです。 

 第２号議案で御説明した西風新都石内下中地区においては、将来用途地域について

近隣商業地域と第一種住居地域を予定しており、容積率の最高限度が沿道地区、住居

地区ともに１００％から２００％、建蔽率の最高限度が５０％から沿道地区において

は７０％、住居地区においては６０％に変更します。また、その他沿道地区において

は道路斜線勾配を、図のように１．２５から１．５、隣地斜線勾配を１．２５から２．

５に変更を行うものです。 

 以上で、第１号、第２号及び第３号の議案説明を終わります。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○渡邉会長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、まず、第１号議案、西風新都伴中央平木地区の地区計画の決定について

から、議論に入りたいと思います。御質問、御意見等ありましたら、お願いいたしま

す。 

 じゃ、先に、若本委員のほうからお願いいたします。 

○若本委員 

 若本です。このＡ地区とＢ地区に関しては、もともと、住宅展示場があったところ

ですかね。Ａ地区に関しては、これ見ると、恐らく、道路と川がほぼで、建物が建て

られるようなスペースが、本当にあるのかなと。ここをわざわざＡ地区って、二種住

居地域ですね。想定してるっていう意味がちょっとよくわからないんですけど、その

あたり、御説明いただければと思います。 

○渡邉会長 

 はい、事務局。 

○事務局（黒瀬都市計画課長） 

 この地区につきましては、地区計画、今、市街化調整区域なんですけれども、この

地区計画を策定しまして、建物が建ち並んで市街化が進んだ段階で、市街化区域に編

入することを想定しております。隣接する市街化区域におきましては、幹線道路から、

３０メートルの範囲につきましては、第二種住居地域の路線型の用途地域が設定され

ており、こうしたことと整合を図るために、実際に委員御指摘のとおり、Ａ地区は、

ほとんどが川ということになっておりますけども、こういった整合性を図るために、

Ａ地区、Ｂ地区で分けております。 

 以上です。 

○渡邉会長 

 よろしいでしょうか。 

○若本委員 

 はい。 

○渡邉会長 
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 はい。それではどうぞ。  

○藤原事業調整官  

 Ｂ地区なんですけれども、広島県さんのほう との事前の協議の中で、土砂災害警戒

区域に面しているということから、私もちょっと聞いていて、ちょっと思ったのが、

本当に崩れやすいような箇所において、実際に災害が起こったときに、救急、緊急車

両なんかが出入りしやすいような区域、良好な住居環境である第一種住居地域におい

て、そのあたりがそぐうのかどうなのか、そのあたりのお考えをちょっとお聞かせい

ただけたら、実際に災害が起きたときには、緊急車両なんかが、災害復旧の対応が、

迅速になされるべきだと思いますので、 第一種住居地域でそのあたりが、がんがん出

入りできるようになるのだろうかっていうような、ちょっと懸念がありまして、その

あたりのお考えを教えていただけたらと思います。  

○渡邉会長  

 はい、事務局。  

○事務局（黒瀬都市計画課長）  

 ただいまの安全性の御質問でございますけど、まず、このＢ地区の出入りでござい

ますけども、川がありますけれども、ちょうどＡ地区と書いてございます上の赤い線

のところが橋梁となっておりまして、この部分で出入りをするようになっております。

また、Ｂ地区の斜線でハッ チをしております部分が土砂災害警戒区域となる部分でご

ざいますけれども、そのほかの区域につきましては指定がございません。いわゆる、

土砂災害でイエローと言われる部分でございまして、これにつきましては、法的には

避難体制を整えておくということが要件というふうになっておりまして、市街地を禁

止するというような法体系にはなっておりません。そうしたことから、この部分だけ

制限を加えて、特に住居とか福祉施設とかそういった 、人が常にそこにおられるよう

な用途の建物、これを禁止していこうというものになっております。そうしたことか

ら、県が申します、一部でもかかっておれば全域にというところではなく、こうした

分けをすることが、本市としては合理的な土地利用なのかなというふうに考えており






















































